


○在宅サービス 
・訪問介護（ホームヘルプサービス） 
・訪問看護 
・通所介護（デイサービス） 
・通所リハビリ（デイケア） 
・短期入所 
・福祉用具の貸与　　　　　　　　　など 
○施設サービス 
・特別養護老人ホーム 
・介護老人保健施設 
・介護職員が手厚く配置された病院　など 
 

市町村（保険者） 

国 
25％ （平均） 

都道府県 
12.5％ 

市町村 
12.5％ 税　金  

保険料   18％ （平均） 32％ 

費用の9割分の 
支払い 

財政安定化基金 

（平成15～17年度） 

保険料 

原則年金からの天引き 
国民健康保険・ 
健康保険組合 

など 全国平均１人あたり 
約3,290円／月 1割負担 

サービス利用 

加入者（被保険者） 

 

（2,443万人） （4,187万人） 

注）65歳以上の者（第1号被保険者）の
数は、平成16年2月末現在。40歳から64
歳までの者（第2号被保険者）の数は、平
成16年度の見込数。 

全国 
プール 

65歳以上の者 40歳から64歳までの者 

○施設サービス 
・特別養護老人ホーム 
・介護老人保健施設 
・介護職員が手厚く配置された
　病院など 
 

○在宅サービス 
・ホームヘルパー 
・訪問介護 
・デイサービス 
・短期入所サービス 
・福祉用具の貸代 
　　　　　　　　　　　など 

○市町村の実情に応じたサービス 
（介護保険外の事業） 
・配食サービス 
・軽い日常生活支援 
　買い物、布団干し、草取りなどの　　
　簡単な日常生活の支援 
　　　　　　　　　　　　　など 
 

寝たきりや痴呆で 
介護サービスが必要な方 

要介護5 
 

要介護1

要支援 

非該当 

要介護状態となるおそれがあり
日常生活に支援が必要な方 

 

■ 介護サービスの利用手続き 

介護保険制度の全体概要 

市
町
村
の
窓
口 

医
師
、介
護
職
員
、福
祉
関
係
者
な
ど
に
よ
る 

要
　
介
　
護
　
認
　
定 

介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用
計
画 

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
） 

医
師
の
意
見
書 

認
定
調
査 

〜 

利
用
者 
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0

50

100

150

200

250

300

2000年4月サービス分 2004年1月サービス分 

149万人 

297万人（99％増） 

223万人 
（129％増） 

74万人 
（44％増） 

97万人 

52万人 

施設サービス 
利用者数 

在宅サービス利用者数 

○ 2000年4月～2004年3月の累計 
　　・　１４８件（３５都道府県　１４２事業者　２３２事業所） 

○ 事業者の内訳の推移 
２０００年度 ２００１年度 ２００２年度 ２００３年度 

株式会社等 

医療法人 

特定非営利活動法人 

社会福祉法人 

その他（個人・企業組合等） 

合　計 

※複数年度で取消しを受けている事業者がいるため、合計において一致しない。 

 

 

合計 
3 

3 

― 

― 
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3 
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17 
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2

0％ 

10％ 

20％ 

30％ 

40％ 

50％ 

60％ 

70％ 

80％ 

90％ 

100％ 

100.0

2.7 3.7 

0.5

93.2

8.1
9.8
1.5

80.7

15.1

15.3

3.8

66.0

24.7

17.5

9.4

48.6

29.1

12.1

18.4

40.6

11.4

8.8
4.5

75.3

要支援 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 合計 

介護老人福祉施設 

介護療養型医療施設 

介護老人保健施設 

居宅サービス 出典：介護給付費実態調査月報（2004年3月審査分） 

在宅 

施設 

223万人 
（75％） 

1,979億円 
（46％） 

74万人 
（25％） 

2,318億円 
（54％） 

出典：介護保険事業状況報告（2004年1月サービス分） 

利用者数 保険給付額 
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保険料（月額・超－以下） 
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300

350

市
町
村
数 

第1期 

第2期 

保険料納付額 （収納率98.4％）
※収納率100％の保険者：157保険者

うち特別徴収 （特別徴収の割合　約82％）
普通徴収 （収納率：91.9％）

第1期（2000～2002年度） 第2期（2003～2005年度）

（＋13.1％）
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III

40,000

35,000

30,000

25,000

20,000

15,000

10,000

5,000

0

高齢者人口（千人） 

明治以前生まれ 
大正生まれ 
昭和ヒトケタ生まれ 
昭和10年～終戦生まれ 
終戦～1950年生まれ 
1951年以降生まれ 

2005年 
昭和ヒトケタ～終戦生まれが 

高齢者の中心 

2015年 
第1次ベビーブーム世代が 

高齢者に 

資料：2000年までは総務省統計局「国勢調査」、2005年以降は国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成14年1月推計）」 

1951年以降 
生まれ 

1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050

推計値 実績値 
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3

7

将来推計 2002年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年 2045年

149 169 208 250 289 323 353 376 385 378

6.3% 6.7% 7.2% 7.6% 8.4% 9.3% 10.2% 10.7% 10.6% 10.4%

79 90 111 135 157 176 192 205 212 208

3.4% 3.6% 3.9% 4.1% 4.5% 5.1% 5.5% 5.8% 5.8% 5.7%

単位：万人

痴呆自立度
II以上

痴呆自立度
III 以上

2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 2025年

単　独 303 386 471 566 635 680

夫婦のみ 385 470 542 614 631 609

単位：世帯数（万世帯）
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0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％ 

32.4 48.9 8.9 9.8

5.9 39.8 34.8 14.8 4.7

12.1 31.8 32.2 20.4 3.5

12.7 27.8 33.2 23.9 2.5

9.3 29.9 25.6 32.7 2.6

6.3 50.2 41.4 2.1

7.8 35.8 29.1 23.2 4.1

日医総研　川越雅弘主任研究員の調査研究。松江広域、出雲市、瑞穂町の被保険者について、2000 年10 月と2002 年10 月を比較。 

維持 

改善 

重度化 死亡 その他（認定なし） 

 要 支 援  

要介護1 

要介護2 

要介護3 

要介護4 

要介護5 

合 計  

2000年４月末からの増加率 

出典：介護保険事業状況報告 
　　（2004年3月分〈１月サービス分〉） 

291

551

394
317
339
290

320

709

490

358
365
341

398

891

571

394

394

381

505

1070

641

431

424

414

592

1240

596

486

473

452

２１８２ 
２５８２ 

３０２９ 

３４８４ 
3839

２０００年４月末 ２００1年４月末 ２００2年４月末 ２００3年４月末 ２００4年3月末 

（単位：千人） 

要支援　 　　　要介護１　  　　要介護２  　　　要介護３  　　　要介護４  　　　要介護５ 

計 

要介護５ 

要介護4 

要介護3 

要介護2 

要介護1 

要支援 

７６％ 

５６％ 

４０％ 

５３％ 

５１％ 

１２５％ 

１０４％ 

4,000

2,000

0

「非該当者」で 
介護予防が有効な者 

要支援 

要介護1

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

市町村事業 

新予防給付 

介護給付 

高齢者 現行制度 

要介護認定 

非該当 要支援・要介護 

①新予防給付が適切な者 ①以外の者 

アセスメント 
↓ 

介護予防プラン 
↓ 

サービス利用 
↓ 

再アセスメント 

介護予防 
マネジメント 

一貫性・連続性のある 
総合的な介護予防システム 
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● 現状のペースで行くと、
平成25年時点でも、個
室・ユニットケア型の利
用者は全体の３割にとど
まる。（従来型の中の個
室を含めても約4割。）

● 個室・ユニットへ改修す
ることを支援するため、
改修方法のマニュアルを
作成、配布。

平成15年 平成25年 

〔個室・ユニットケア型〕 

改修（個室化） 

多床室 

〔従来型〕 
30万床 

35万床 
（70％） 

15万床 
（30％） 

4.0万床 
0.2万床 

30％ 

70％ 

（注1）単身の要介護4の高齢者に
ついて比較したもの。

（注2）「保険給付分」及び「一部負
担」は、2003年4月～8月サ
ービス分の介護保険からの
給付実績の平均値。

（注3）在宅の「食費」及び「住居費」
は、「平成14年家計調査年
報」の単身の高齢者（65歳以
上）のデータ。「住居費」の
うち地代・家賃は持家世帯
を除いて推計した。

（注4）要介護４の在宅サービスの
支給限度額は、306,000円
（保険給付分275,400円、一
部負担30,600 円)である。

（注1）ユニットケア型は、平成15年度の新規着工分（約15,200人分）が今後平成24年度まで継続すると仮定。
（注2）従来型は、平成15年度の新規着工分（約840人分）が今後平成24年度まで継続すると仮定。

特別養護老人ホームに入所する場合 在宅でサービスを受ける場合 
計　約33.3万円（月額） 計　約23.7万円（月額） 

食費　　　　約３.１ 万円 
住居費　　　約５.２ 万円 
（光熱､水道代を含む） 

一部負担　    約１.５ 万円 

保険給付分 
約13.8 万円 

支給限度額まで利用した場合 
約27.5万円 

一部負担　約5.0万円 
（うち食費　約2.3万円） 

保険給付分 
約28.2万円 

自己負担 
約9.9万円 

メディケアでは一定
期間しか給付されず
期間経過後は全額
自己負担。 
 
自己負担できないと
認められる場合はメ
ディケイドで対応。 

施設における食費・
居住費用は自己負
担が原則。 
 
 
低所得者には家賃
補助等を支給。 
 

施設における食費・
居住費用は自己負
担が原則。 
 
 
低所得者について
は社会扶助から支
給。 
 

施設入所について
は、一定以上の所得・
資産を有する者は全
額自己負担。 
 
低所得者について
は、サービスに要す
る費用の全部又は
一部を地方自治体
が負担。 
 
在宅については地
方自治体により異な
る。 

食費・居住費、給付
限度額を超える部分
は、自己負担が原則。 
 
 
低所得者について
は、州の社会扶助（公
費）が支給される。 

利用者 
負担 

ドイツ イギリス フランス スウェーデン アメリカ 
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2

3

在 宅 

施  設 

生活圏域 
利用 

広域利用 

 

地域密着型のサービス 一般的なサービス 

市町村長 （事業者指定・指導監督等） 都道府県知事 

通所系サービス 
通所介護、通所リハビリテーション 

地域見守り型サービス 

痴呆専用型デイサービス 

地域夜間対応型サービス 

小規模居住系サービス 
小規模入所系サービス 

短期滞在系サービス 

居住系サービス 
有料老人ホーム、ケアハウス 

入所系サービス 
特別養護老人ホーム、介護老人保健施設 

介護療養型医療施設 

小
規
模
・
多
機
能
型
サ
ー
ビ
ス 

訪問系サービス 
訪問介護、訪問看護、訪問入浴、 

訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導 
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IV

1

2

高齢者の保険料は、負担能力に応じた負担を求める観点から、原則として各市町村 
ごとの所得段階別の定額保険料としている（５段階ないしは６段階）。 

※老齢退職年金受給の高齢者は、年収２６６万円までは市町村民税非課税。したがって、夫婦それぞれの年金がこの 
　額未満（計532万円）までは、市町村民税非課税となる。 
※第２段階～第５段階の該当者のうち、それぞれの段階の保険料を適用すると生活保護の被保護者となってしまう者 
　については、被保護者とならないよう、より低い段階の保険料を適用する。 

第1段階 
×0.5

第2段階 
×0.75

第3段階 
 

第4段階 
×1.25

第5段階 
×1.5

基準所得金額 
現行200万円 

段階 対象者 保険料 
（参考）対象者見込数 

・生活保護受給者 
・市町村民税世帯非課税かつ老齢福祉年金受給者 第１段階 

第2段階 

第3段階 

第4段階 

第5段階 

基準額 
　×0.5 

基準額 
　×0.75 

基準額 
　×1

基準額 
　×1.25

基準額 
　×1.5

市町村民税世帯非課税 

市町村民税本人非課税 

市町村民税本人課税 
（被保険者本人の合計所得金額が200万円未満） 

市町村民税本人課税 
（被保険者本人の合計所得金額が200万円以上） 

約 2 ％ 

約34％ 

約39％ 

約13％ 

約12％ 

約 2 ％ 

約29％ 

約43％ 

約16％ 

約10％ 

（第２期） 
2003～2005年度 

（第1期） 
2000～2002年度 
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VI

在宅介護支援センター 
居宅介護支援 
通所介護 
地域活動・交流事業 

・保健・福祉サービスを身近な場所で総合的に提供する施設として「地域ケアプラザ」を中学校
区程度の地域ごとに１ヶ所ずつ整備する計画（18 行政区ごとに１ヶ所）。 
・平成16年１月現在、96ヶ所が運営。管理運営は社会福祉法人に委託。今後は、医療法人等に
も委託対象を拡大予定。 

（サービス提供体制のイメージ） 

約３５３ 万人 

約２０万人 

約２～３万人 

数千人程度 

横浜市 

区 区福祉保健センター、区社協 

日常生活圏 
(中学校区程度)

地域ケアプラザ 

地 区 自治会、町内会等 
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3

介護保険制度  精神障害者福祉施策 支援費制度 

費
用 

制
度
比
較 

利
用
人
数 

財
源 

6兆1267億円 
施設：3兆2412億円 
在宅：2兆8855億円 

6946億円 
入所施設：4506億円 
在　　宅：2440億円 

438億円 

○居宅生活支援事業（６０億円） 

 

 

３０９万人 
（平成１６年１月審査分） 

３２万人 
（平成１５年４月分、一部重複あり） 

３万人 
（平成１５年４月分、施設は定員ベース） 
 

・応益負担（高額介護サービス

費制度による限度額あり） 

・ケアマネジメントに基づくサー

ビス提供 

・要介護認定により支給額の上

限を設定 

 

・応能負担 

・ケアマネジメントは制度化され

ていない 

・支給量は基本的に各市町村

の裁量 

・ホームヘルプは応能負担、施

設等は食費等の実費を負担 

・ケアマネジメントは制度化され

ていない 

・ホームヘルプの支給量は、基

本的に各市町村の裁量 

 

○社会復帰施設運営費（３７８億円） 

※費用は平成１６年度の予算ベース。介護保険制度の施設・在宅の内訳は、平成１６年度予算の総費用と平成１６年１月審査分のサービス 
　利用状況を基に推計。支援費制度の通所施設は在宅に分類。 

 
 

国 
25.0％ 
      （平均） 

国 
50％ 

国 
50％ 

国 
50％ 

都道府県 
12.5％ 
 

都道府県 
25％ 

都道府県 
50％ 

都道府県 
25％ 

市町村 
12.5％ 

市町村 
25％ 

市町村 
25％ 

2号被保険者 
（40～64歳） 

32.0％ 

1号被保険者 
（65歳以上） 

     18.0％ 
          （平均） 
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■ 被保険者数と要介護認定者数の推移 

■ 利用者数の推移 

第1号被保険者数 

平成12年4月末 平成16年2月末 

要介護認定者数 

2,165万人 2,443万人（13％増） 

379万人（74％増） 218万人 

0

50

100

150

200

250

300

2000年4月サービス分 2004年1月サービス分 

149万人 

297万人（99％増） 

223万人 
（129％増） 

74万人 
（44％増） 

97万人 

52万人 

施設サービス 
利用者数 

在宅サービス利用者数 

総　費　用 

平成12年度 
（実績） 

平成13年度 
（実績） 

平成14年度 
（実績） 

平成15年度 
（補正後） 

平成16年度 
（予算） 

保険給付費 
1月当たり平均給付費の 

増加率 

3.6兆円 

3.2兆円 

4.6兆円 

4.1兆円 
（16.0％増） 

5.2兆円 

4.7兆円 
（13.1％増） 

5.7兆円 

5.1兆円 5.5兆円 

6.1兆円 

※　平成12年度は11ヶ月分。平成15年度は補正後予算ベース。平成16年度は予算ベース。 

■ 第1号被保険者の保険料 

第1期（2000～2002年度） 

平均2,911円／月 
第2期（2003～2005年度） 

平均3,293円／月（＋13.1％の上昇） → 
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※　括弧内は平成14年5月推計（基礎年金の国庫負担割合を2分の1にした場合）による推計値である。 

社会保障 
給付費 
152兆円 

社会保障 
給付費 
86兆円 

医療、年金等 
81兆円 

介護 
5兆円 

介護 
19兆円 

医療、年金等 
133兆円 

2004年度（予算ベース） 

2025年度推計 

23 1 ― 2

12 1 ― 2

3 1 ― 2

3 1 ― 2
2 1 ― 2

1 1 ― 2

兆円 ％ 兆円 ％ 兆円 ％ 兆円 ％ 

86

46

26 7

14

5

41

21

9

5

12

25 1 ― 2105

（110） 

53 58 1313

（58） 

34

（35） 

18

2

（17） 

9

（8） 

64

（84） 

59

（60） 

30

（32） 

19

（20） 

（176） 

121 15227 29

（　　） 26 1 ― 2

12

（14） 

（4） 

（2） 

（15） 

11

3 1 ― 2（　　） 

（　　） 31 1 ― 2

6

（　　） 5 1 ― 2

8

（　　） 8 1 ― 2

4 1 ― 2

2004年度（予算ベース） 
（平成16） 

2010年度 
（平成22） 

2015年度 
（平成27） 

2025年度 
（平成37） 

対NI 対NI 対NI 対NI

社会保障給付費 

年金 

医療 

福祉等 

うち介護 

（11） 




